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平
成
31
年
度
の
固
定
資
産
税
台
帳
（
名
寄
せ
帳
）
な
ど
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

■
期
間

　
４
月
１
日
（
月
）
～
５
月
31
日
（
金
）

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
（
土
日
、
祝
日
を
除
く
）

■
場
所

　
税
務
課
（
⑧
窓
口
）

■
確
認
で
き
る
内
容

◇
課
税
台
帳
（
名
寄
せ
帳
）

　
納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
、
所
在

地
番
、
面
積
、
評
価
額
、
税
額
な
ど

◇
縦
覧
帳
簿

・
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
、
評
価

額
な
ど

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　
所
在
、
種
類
、
床
面
積
、
評
価
額
な

ど
■
対
象
者

①
納
税
義
務
者
ま
た
は
同
居
の
親
族

②
納
税
管
理
人

③
納
税
義
務
者
の
代
理
人

④
借
地
人
・
借
家
人
な
ど

　
（
使
用
ま
た
は
収
益
の
対
象
と
な
る

固
定
資
産
税
台
帳
な
ど
の
閲
覧
お
よ
び
縦
覧
に
つ
い
て

問
税
務
課  

資
産
税
係　
☎
52
‐
５
８
０
４

部
分
の
固
定
資
産
に
限
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
契
約
書
な
ど
の
提
示
が
必
要

で
す
。）

※
④
は
閲
覧
の
み
と
な
り
ま
す
。

■
手
数
料　
無
料

※
コ
ピ
ー
は
１
枚
に
つ
き
20
円
で
す
。

た
だ
し
、
縦
覧
帳
簿
の
コ
ピ
ー
は
で

き
ま
せ
ん
。

■
必
要
な
も
の　
印
鑑
（
認
め
印
可
）

※
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で

す
。

※
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、
健
康

保
険
証
な
ど
）
の
提
示
が
必
要
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
評
価
額
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

・
固
定
資
産
評
価
額
に
不
服
が
あ
る
と

き
は
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

（
町
役
場
総
務
企
画
課
内
）
に
対
し

て
審
査
の
申
出
が
で
き
ま
す
。

・
申
出
の
期
間
は
、
納
税
通
知
書
の
交

付
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
ヶ
月
以
内
で
す
（
審
査
の
申
出

は
、
土
日
、
祝
日
は
で
き
ま
せ
ん
）。

子ども医療費助成制度の
対象年齢拡大について 問町民福祉課 福祉係　☎ 52-5810

　町では平成29年4月1日から小学校１～３年生までを対象にこども医療費の助成を行ってきま
したが、子育て支援の一環として、平成31年４月１日より対象を小学校６年生までに拡大します。
　対象年齢の子どもがいる世帯には、すでに案内文・申請書を送付しています。まだ申請を済まさ
れてない場合は、手続きをお願いします。
　なお、案内が届いていない場合は、町民福祉課福祉係へお問い合わせください。

◇手続場所
　町民福祉課福祉係（④窓口）

◇必要なもの
・子どもの健康保険証
・印鑑（認印可）
・父母の市町村民税課税額を証明できるもの
　（課税所得証明または市町村県民税特別徴
収税額通知書）
※平成30年1月1日時点で田布施町内に住
所があった父母の方は不要です。

小学校６年生までに拡大


